
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度 事業報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会福祉法人 英楽会 



平成 27 年度 社会福祉法人英楽会事業報告 

 

 本会においては、平成 27 年度当初事業計画の方針にそって、施設の情報提供を図

り、経営の安定のための経営基盤の強化、経営の透明性の確保を図った。それに伴い

人材育成と施設の公益性・非営利性・継続性を法人の命題として、多様な社会的ニー

ズに対応できる社会福祉法人を目指し、地域社会に貢献することを目的として、つぎ

のような事業を実施した。 

 

１ 理事会・評議員会の開催 

（１）第 76 回理事会・第 72 回評議員会    平成 27 年 5 月 26 日（火） 

理事総数 6 名中 6 名出席、評議員総数 13 名中 12 名出席 

  

（理事会 議決事項） 

  第 1 号  平成 26 年度事業報告 

  第 2 号  平成 26 年度決算、及び監事による監査結果報告 

  第 3 号  定款の変更について 

  第 4 号  理事及び副理事長選任の同意について 

  第 5 号  評議員の選任について 

  第 6 号  特別養護老人ホーム楓林花の里施設長の選任について 

  第 7 号  副理事長設置に伴う規程の制定等について 

  第 8 号  運営規程の一部改正について 

 

 （評議員会 議決事項） 

  第 1 号  平成 26 年度事業報告 

  第 2 号  平成 26 年度決算、及び監事による監査結果報告 

  第 3 号  定款の変更について 

  第 4 号  理事の選任について 

  第 5 号  特別養護老人ホーム楓林花の里施設長の選任について 

  第 6 号  副理事長設置に伴う規程の制定等について 

  第 7 号  運営規程の一部改正について 

 

  

（２）第 77 回理事会・第 73 回評議員会    平成 27 年 11 月 25 日（水） 

理事総数 7 名中 7 名出席、評議員総数 15 名中 14 名出席 

  



（理事会 議決事項） 

  第 1 号  本館屋上防水改修工事等について 

  第 2 号  特定個人情報取扱規程の制定について 

  第 3 号  理事長の選任について 

  第 4 号  理事長職務代理の指名について 

 

 （評議員会 議決事項） 

  第 1 号  本館屋上防水改修工事等について 

  第 2 号  特定個人情報取扱規程の制定について 

        

（３）第 78 回理事会・第 74 回評議員会    平成 28 年 1 月 29 日（金） 

理事総数 6 名中 6 名出席、評議員総数 14 名中 13 名出席 

 

 （議決事項） 

  第 1 号  銀行借入金繰上返済について 

 第 2 号  なごや・よりどころサポート基金への拠出について 

 第 3 号  特別功労金の支給について 

 第 4 号  平成 27 年度第一次補正予算について 

 第 5 号  工事にかかる契約の締結について 

 

（４）第 79 回理事会・第 75 回評議員会    平成 28 年 3 月 30 日（水） 

    理事総数 6 名中 6 名出席、評議員総数 14 名中 14 名出席 

 

（理事会 議決事項） 

 第 1 号  平成 28 年度事業計画について 

  第 2 号  平成 28 年度予算について 

  第 3 号  諸規程の改正について 

  第 4 号  理事、監事及び評議員の同意について 

 

 （評議員会 議決事項） 

 第 1 号  平成 28 年度事業計画について 

  第 2 号  平成 28 年度予算について 

  第 3 号  諸規程の改正について 

  第 4 号  理事及び監事の選任について 

 

 



２ 監事監査の実施 平成 28 年 5 月 25 日（水） 

  石川澄男監事、冨田哲生監事により、平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31

日までの事業年度に関して、業務執行の状況、社会福祉法人英楽会の財産の状況、

及び経理の執行手続の適正性について監査が実施された。 

  監査の結果、社会福祉法人英楽会の事業報告書、貸借対照表、収支計算書並びに

財産目録等いずれも適正であることが承認された。 

 

３ 各種規程の整備   

（１）定款の一部改正 

 法人の体制強化のために副理事長を新規に設置したことに伴い、理事を 1 名増

員し 7 名に、評議員を 2 名増員し 15 名へと変更したもの。 

 

（２）理事長・副理事長報酬規程の制定 

   副理事長を新規に設置したことに伴い、理事長報酬規程を廃止し、新たに報酬

規程を制定したもの。 

 

（３）理事長専決規程の一部改正 

   代決に関する条項に副理事長を追加したもの。 

 

（４）副理事長代決規程の制定 

   副理事長を新規に設置したことに伴い、副理事長の代決事項を定めたもの。 

 

（５）理事・監事・評議員報酬要綱の一部改正 

   副理事長を新規に設置したことに伴い、理事会等への出席の際の報酬の支給に

ついて、適用除外となる役職に副理事長を追加したもの。 

 

（６）運営規程（特養楓林花の里・短期入所生活介護） 

   平成 27 年 8 月から多床室の利用者負担（1 日あたり）が 370 円から 840 円へ

変更されることに伴い、特養（従来型）とショートステイの運営規程を変更した

もの。 

 

（７）特定個人情報取扱規程の制定について 

   マイナンバー制度が平成 28 年 1 月から開始することに伴い、マイナンバー事

務の取扱範囲や組織体制について規定したもの。 

 

 



（８）理事長・副理事長報酬規程の一部改正 

   理事長・副理事長の報酬日額を平成 28 年 4 月より減額したもの。 

 

（９）就業規則の一部改正 

   平成 28 年 4 月より職員体制の強化を図るために職名を変更することに伴い、

該当部分の変更をしたもの。また、監査で指摘のあった勤務 1 時間当たりの給料

額の計算式の変更をしたもの。 

 

（10）給与規程の一部改正 

   就業規則の一部改正と同様に、職名及び手当名の変更と勤務 1 時間当たりの給

料額の計算式の変更をしたもの。また、統括施設長の管理職手当を減額、科長の

管理職手当を増額した。 

 

（11）デイサービス運営規程の全部改正 

   平成 28 年 6 月からの介護予防・生活支援総合事業に参入することに伴い、従

前の規程を廃止し新規に作成したもの。 

 

（12）経理規程の一部改正 

   平成 28 年 6 月からの介護予防・生活支援総合事業開始に伴い、該当する勘定

科目を別表に追加したもの。また、地域貢献事業に関する勘定科目についても追

加した。 

 

４ 施設内一時保育の実施  （5/2～5/6・9/22～9/23・12/29～1/3）  

  年末年始等の職員勤務体制を確保し、介護サービスの質を落とすことのないよう、

また、子育てする職員の福利厚生の観点から、民間業者に委託し施設内一時保育を

実施した。利用人数は 3 回合計で延べ 17 名。 

 

５ 地域貢献事業 

  社会福祉法人の責務である地域社会への貢献のため、引き続き、法人内の「地域

貢献プロジェクトチーム」において、地域貢献の実現に向けて検討模索を重ね、報

告書をまとめた。 

また、「ふれあい給食」ご利用者の送迎の実施と、「なごや・よりどころサポート

事業」への拠出金の支出を実施した。 

 

６ 防災対策と環境整備 

  備蓄食料の 7 日分の確保を目指し、防災倉庫を敷地内に新設した。 



７ 入所検討委員会の開催  

（１）開催日 第 1 回 平成 27 年 4 月 22 日 

       第 2 回 平成 27 年 6 月 19 日 

       第 3 回 平成 27 年 8 月 28 日 

       第 4 回 平成 27 年 10 月 8 日 

       第 5 回 平成 27 年 12 月 10 日 

       第 6 回 平成 28 年 1 月 29 日 

       第 7 回 平成 28 年 3 月 3 日 

（２）出席者 篠田陽子氏（第三者委員）、統括施設長、南館施設長、生活相談員   

看護部長、介護部長、介護支援専門員等 

（３）内容  入所者の入所順位、入所予定者の選定 

 

8 職員の資質向上に向けた研修の実施  

  職員の資質向上に向け、研修委員会主導のもと全職種・全職員を対象とした施設

内全体研修を実施した。 

 

 （内部研修） 

・新規採用職員オリエンテーション    ・介護福祉スタッフの基本マナー 

・高齢者介護              ・感染症対策 

・認知症ケア              ・防災対策 

・看取り介護 

（外部研修）下記主催の各種研修会に参加 

・全国老人福祉施設協議会       ・全国社会福祉協議会 

  ・全国社会福祉施設経営者協議会    ・名古屋市社会福祉協議会 

・愛知県社会福祉協議会   

 

9 ヘルパー等実習の受入 

① 介護員養成研修 2 級（10・11 月） 桃陵高校（ヒューマンケア科）より 7 名 

② 介護福祉士養成研修（5・6・9・10 月）あいち福祉医療専門学校より 6 名 

③ 社会福祉士相談援助実習（8・9 月） 中央福祉専門学校より 1 名 

④ 職場体験学習（1・2 月）  左京山中学校より 2 名  

大高中学校より   3 名 

 

 

 

 



平成 27 年度 特別養護老人ホーム楓林花の里事業報告 

 

［施設種別］介護保険法による指定介護老人福祉施設  ［定員］ ８４名 

      介護保険法による短期入所生活介護    ［定員］ １６名 

            介護保険法による介護予防短期入所生活介護 

 

 特別養護老人ホーム従来型、ショートステイにおいては、利用者が個人の尊厳を保

持しつつ、地域社会の一員として健やかで、安らぎのある生活を送れる場を提供する

とともに、多様な社会福祉ニーズに対応できるよう経営基盤の強化・安定化を図るこ

とを目的としてつぎの事業を実施した。 

 

・ 日常生活における食事・入浴・排泄の支援援助 

・ 健康の維持管理・機能回復訓練 

・ 個人の特性に着目した介護計画の作成、実践 

・ 職員の資質向上のための各種研修への参加 

・ 職員の育成・教育体制の強化 

・ ユーザー評価の実施 

・ 音楽療法の実施 

 

１ 職員の状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 ①職種別職員配置 

 施設長 事務長 事務 ｹｱﾏﾈ 栄養士 看護職 相談員 介護職 清掃等 計 

常勤 1 1 1 1 1 5 2 27  39 

非常勤      1 1 17 4 23 

計 1 1 1 1 1 6 3 44 4 62 

※ ショートステイ職員は上記表中の介護職（常勤）のうち 5 名、看護職（常勤）のうち 1 名。 

※ 介護職（非常勤）のうち 2 名は派遣職員。 

※ 介護職（常勤）4 名、介護職（非常勤）1 名、生活相談員 1 名は育児休業中。 

 

 ②職員採用・退職状況 ※法人の全体数、派遣職員含む。 

 採用 退職 

常勤 8 4 

非常勤 19 12 

計 27 16 

 



２ 入所者概要（特別養護老人ホーム）定員 84 名 

① 月別入退所状況                ※在籍者数は月末現在 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

入所 2 0 4 2 1 6 2 2 2 2 1 0 24 

退所 3 3 0 2 3 3 2 0 4 1 0 3 24 

在籍 80 77 81 81 79 82 82 84 82 83 84 81  

  

※平成 26 年度  入所 年間 24 名  退所 年間 23 名 

 

② 年齢別入所状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

年齢 男 女 計 

６４歳以下    1 0 1 

６５～６９歳    0   1 1 

７０～７４歳   4 0 4 

７５～７９歳   6 9 15 

８０～８４歳   1 15 16 

８５～８９歳   3 10 13 

９０～９４歳   2 15 17 

９５～９９歳   0 12 12 

１００歳以上   0 2 2 

計   17 64 81 

平均年齢   79.0 87.6 85.7 

※最高年齢 男  94 歳  女  100 歳 

※平成 26 年度平均年齢 男 80.0 歳 女 86.2 歳 全体 85.3 歳 

 

③ 介護度状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 平均介護度 

男 0 3 5 6 3 17 3.53 

女 2 6 13 27 16 64 3.78 

計 2 9 18 33 19 81 3.72 

※平成 26 年度 平均介護度 男 3.16 女 3.73 全体 3.65 

 

  

 

 



④ 待機状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 

千

種 

東 北 西 

中

村 

中 

昭

和 

瑞

穂 

熱

田 

中

川 

港 南 

守

山 

緑 

名

東 

天

白 

市

外 

計 

男 1 0 2 0 0 1 0 1 1 1 0 5  1 42 0 2 9 66 

女 0 0 0 0 3 0 1 3 1 0 0 4 0 60 1 4 18 95 

計 1 0 2 0 3 1 1 4 2 1 0 9 1 102 1 6 27 161 

 

 

３ 利用者概要（ショートステイ）定員１６名 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

H26 

延利用

者数 
390 427 384 395 384 376 352 407 423 371 284 414 4,607 

平均 

（日） 
13.0 13.8 12.8 12.7 12.4 12.5 11.4 13.6 13.6 12.0 10.1 13.4 12.6 

H27 

延利用

者数 
399 386 363 392 340 318 305 327 315 360 307 360 4,172 

平均 

（日） 
13.3 12.5 12.1 12.6 11.0 10.6 9.8 10.9 10.2 11.6 10.6 11.6 11.4 

※ 利用者平均介護度 平成 26 年度 3.12 

            平成 27 年度 2.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年度 特別養護老人ホーム楓林花の里南館事業報告 

 

［施設種別］介護保険法による指定介護老人福祉施設  ［定員］ ６７名 

       

 特別養護老人ホームユニット型においては、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、地

域社会の一員として健やかで、安らぎのある生活を送れる場を提供するとともに、多

様な社会福祉ニーズに対応できるよう経営基盤の強化・安定化を図ることを目的とし

てつぎの事業を実施した。 

 

・ 日常生活における食事・入浴・排泄の支援援助 

・ 健康の維持管理・機能回復訓練 

・ 個人の特性に着目した介護計画の作成、実践 

・ 職員の資質向上のための各種研修への参加 

・ 職員の育成・教育体制の強化 

・ ユーザー評価の実施 

・ 音楽療法の実施 

 

１ 職員の状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 ①職種別職員配置 

 施設長 事務長 事務 ｹｱﾏﾈ 栄養士 看護職 相談員 介護職 清掃等 計 

常勤 1   1 1 4 1 33  41 

非常勤   1     16 1 18 

計 1  1 1 1 4 1 49 1 59 

※ 介護職（非常勤）のうち 2 名は派遣職員。 

※ 介護職（常勤）1 名は育児休業中。 

 

２ 入所者概要（特別養護老人ホーム）定員６７名 

 

①月別入退所状況                ※在籍者数は月末現在 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

入所 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 3 20 

退所 2 0 2 1 1 2 0 3 2 4 1 4 22 

在籍 65 66 66 66 66 65 67 65 66 63 64 63  

 ※平成 26 年度  入所 年間 26 名  退所 年間 27 名 

 



②年齢別入所状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

年齢 男 女 計 

６４歳以下     1 0 1 

６５～６９歳     1 1 2 

７０～７４歳     0 0 0 

７５～７９歳     2 6 8 

８０～８４歳     5 14 19 

８５～８９歳     4 9 13 

９０～９４歳      2 13 15 

９５～９９歳     0 4 4 

１００歳以上     0 1 1 

計     15 48 63 

平均年齢      81.1 86.5 85.2 

※最高年齢 男  92 歳  女  101 歳 

※平成 26 年度平均年齢 男 82.1 歳 女 85.5 歳 全体 84.5 歳 

 

③介護度状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 平均介護度 

男 0 5 3 4 3 15 3.33 

女 1 4 14 15 14 48 3.77 

計 1 9 17 19 17 63 3.67 

※平成 26 年度 平均介護度 男 3.47 女 3.73  全体 3.66  

 

 

④待機状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 

千

種 

東 北 西 

中

村 

中 

昭

和 

瑞

穂 

熱

田 

中

川 

港 南 

守

山 

緑 

名

東 

天

白 

市

外 

計 

男 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 5  1 33 0 0 7 52 

女 0 0 1 0 3 0 1 3 0 0 0 6 0 58 1 5 15 93 

計 1 0 3 0 4 0 1 4 1 0 0 11 1 91 1 5 22 145 

 

 

 

 

 



平成 27 年度 デイサービスセンター楓林花の里事業報告 

 

［施設種別］介護保険法による指定通所介護施設 ［定員］１日 30 名 

      介護保険法による介護予防通所介護 

 

 介護保険に定める在宅サービスに含まれるデイサービスは、介護保険法の理念であ

る在宅重視、自立支援という観点からも重要な役割を担う事業である。居宅において

自立した日常生活を営むことができるよう、機能回復訓練、日常生活上の介護により

援助を行い、介護者の負担を軽減することを目的として事業を実施する。さらに安定

した経営基盤とサービスの質を確保するべくつぎの事業を実施した。 

 

・ 日常生活における食事・入浴等の支援援助 

・ 健康の維持管理・機能回復訓練 

・ 家族・地域との交流の推進、ボランティアの積極的活用 

・ サービス内容充実のためのユーザー評価 

 

 

１ 職員の状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 相談員 介護職 看護職 運転手 計 

常勤 1 2 1  4 

非常勤  3 1 3 7 

計 1 5 2 3 11 

※ 運転手 3 名は業務委託 

 

２ 利用者概要 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 計 

H26 

延利用

者数 
497 518 485 554 519 503 521 448 441 424 464 541 5,915 

平均 

（日） 
19.1 19.2 19.4 20.5 20.8 19.3 19.3 17.9 18.4 17.7 20.2 20.8 19.4 

H27 

延利用

者数 
584 568 580 589 604 618 653 629 608 559 565 619 7,176 

平均 

（日） 
22.5 21.8 22.3 21.8 23.2 24.7 24.2 25.2 25.3 23.3 22.6 22.9 23.3 

※ 利用者平均介護度 平成 26 年度 1.77  平成 27 年度 1.73 



平成 27 年度 ケアハウス楓林花の里事業報告 

 

［施設種別］老人福祉法による軽費老人ホーム ［定員］２０名 

 

 ケアハウスが居宅であることを踏まえて、高齢者の特性に配慮した住み良い住居を

提供し、入居者の自主性の尊重を基本として、入居者が明るく心豊かに生活できるよ

う配慮しながらつぎの事業を実施した。 

 

・ 住居・食事サービスの提供 

・ クラブ活動・レクリエーション等、娯楽の提供 

・ 健康の維持管理・保健衛生対策 

・ 家族・地域との交流の推進、ボランティアの積極的活用 

 

 

１ 職員の状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 事務 相談員 介護職 計 

常勤 1 1 2 4 

非常勤      1 1 

計 1 1 3 5 

※介護職（常勤）1 名は育児休業中。 

※介護職（非常勤）1 名は派遣職員。 

 

2 入居者概要 

① 月別入居者状況              ※在籍者数は月末現在 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 

男 5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

女 13 14 14 14 14 14 14 15 14 14 15 14 

在籍 18 20 20 20 20 19 19 20 19 19 20 19 

 

② 区別入居状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

千種 東 北 西 中村 中 昭和 瑞穂 熱田 

0 0 0 0 1 0 0 0 0 

中川 港 南 守山 緑 名東 天白 名古屋市外  

0 0 4 0 11 0 1 2  

 



③ 年齢別入居状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

年齢 男 女 計 

６４歳以下      0 1 1 

６５～６９歳      0 1 1 

７０～７４歳 0 0 0 

７５～７９歳       2 1 3 

８０～８４歳       2 6 8 

８５～８９歳       1 2 3 

９０～９４歳       0 0 0 

９５～９９歳       0 3 3 

１００歳以上       0   0 0 

計       5 14 19 

平均年齢     81.8 82.8 82.5 

※ 平成 26 年度 平均年齢 男 82.4 歳 女 84.6 歳 全体 84.1 歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 27 年度 楓林花の里居宅介護支援事業所事業報告 

 

［施設種別］介護保険法による居宅介護支援事業 ［登録人数］ 42 名 

 

 要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を

営むことができるよう配慮し、利用者の意向を尊重してサービスが効率的に提供さ

れるようつぎの事業を実施した。 

・ 訪問調査による利用者の実態把握 

・ 介護認定に係る調査、申請の代行 

・ 在宅介護に関する総合相談・助言 

・ 介護計画（ケアプラン）の作成、及びサービス提供事業者との連絡調整 

 

１ 職員の状況 

  介護支援専門員 １名 

 

２ 利用状況 

① 年齢別登録状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

年齢 男 女 計 

６４歳以下      0 0 0 

６５～６９歳       3 0 3 

７０～７４歳       2 3 5 

７５～７９歳       2 4 6 

８０～８４歳       5 12 17 

８５～８９歳       2 4 6 

９０～９４歳       0 2 2 

９５～９９歳       0 3 3 

１００歳以上       0 0 0 

計      14 28 42 

平均年齢       77.5 83.3 81.3 

 

② 介護度状況（平成 28 年 3 月 31 日現在） 

 要支援１・２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

男 2 4 6 1    1 0 14 

女 8 7 7 2 1 3 28 

計 10 11 13 3 2 3 42 


